
過去、港湾|ご麟ける作業には、石綿 (アスベスト》|こさらされる作業がありました。
例えば、石綿を含有する貨物として、石綿そのものをはじめ、夕Jレク、建設廃材スク
ラツプなどがあります。また、船舶には多くの石綿が断熱材として使われ、ウィンチ
のブレーキにも石綿が使われていました。

●もう―度思い出してください。

過去に、石綿を取り扱う仕事をしていたことはありませんか?

過去に、仕事で石綿を吸い込んだ可能性はありませんか?

(例)

船内やはじけでの石綿荷役
作業

1陸揚げされた石綿のパレット
:への積み替え作業

1石綿荷役作業後の清掃作業 |  :コンテナからの石綿
|            1  1の バン出し作業

●'sお 体Iま大=夫 ですか?
息切れ、せき、胸が苦しいといった症状は出ていませんか ?

※石綿による疾病では、呼吸器系の症状がよく現れます。

中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、および良性石綿胸床の病気で療養されていませんか?
※これらは、石綿を吸い込んだ方に発症することのある病気です。

●ご家族などで…・

中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、および良性石綿胸床で亡くなられた方はいませんか?

●お心当たりのある方は、最寄りの労働基準監督署または都道府県労働局にご相談ください。
●石綿による疾病と認められると、労災保険給付、または特別遺族給付金(注)を受けられる場
合があります。

●石綿の業務に従事していた場合、健康管理手帳が交付される場合があります。この手帳の
交付を受けると、健康診断を 6カ 月に 1回 、無料で受けることができます。

(注)平 成18年3月26日までに石綿による疾病で亡くなつた労働者のご遺族で、時効により、労災保険法に基づく遺族
‐  補 償給付を受ける権利が消滅した方が対象です。

※特別遺族給付金の請求期限は、平成 24年 3月27日 までです。

も請求期限(時効)があります。
仕事や症状の種類は、厚生労働省ホ…ムベージの 「石綿情報」をご参照ください。
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※労災保険給付の請求について
療養補償給付 ・休業補償給付の時効は2年、遺族補償給付の時効は5年です。

※労災保険の給付対象とならない方の救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構
ホ…ムページ(htt p:〃www.erc a.go.iprasbestos′)をご参照ください。



まずは、お近くの労働基準監督署 ・都道府県労働局にご相談ください。

○労働基準監督署で労災保険法に基づく療養補償給付や休業補償給付の

請求手続きを行ってください。

○過去の療養や休業につ`いても、2年以内であれば請求できます。

○疾病が仕事上のもの(※2)と認められた場合には、上記給付の支給対象となります。

石綿を原因とする病気について、労災保険の支給対象に該当しない場合でも、救済給付 (環境再生

保全機構から給付)の 対象となる場合があります。

救済給付の申請については、下記問い合わせ先をご参照ください。

●労働者様1)が亡くなった日の翌日から5年を経過していない場合

○労働基準監督署で労災保険法に基づく遺族補償給付の請求手続きを行って

ください。仕事による疾病(※2)で亡くなられたことが認められた場合には、

上記給付金の支給対象となります。

○遺族補償給付の請求権の時効は、亡くなった日の翌日から起算して5年 と

なっておりますので、お早めに請求手続きを行ってください。

●労働者区1)が亡くなった日の翌日から5年を経過した場合

○労働基準監督署で石綿救済法に基づく特別遺族給付金 (★)の請求手続きを

行ってください。仕事による疾病(※2)で亡くなられたことが認められた場合

には、上記給付金の支給対象となります。
(★)特別遺族給付金は平成 18年 3月 26日 までに亡くなった労働者 (※1)のご遺族の方に限り支給される給付金です。

○特別遺族給付金の請求期限は平成124年 [3月 27日 までですので、

お早めに請求手続きを行ってください。

石綿を原因とする病気について、遺族補償給付、特別遺族給付金の支給対象に該当しない場合でも、

救済給付の対象となる場合があります。なお、救済給付の請求期限は、平成 18年 3月 26日 以前に亡

くなられた場合には、平成 24年 3月 27日 までですので、お早めに請求手続きを行ってください。

救済給付の申請については、下記問い合わせ先をご参照ください。

労災保険又は特別遺族給付金についてのお問い合わせ先 :労働基準監督署 ・都道府県労働局

救済給付についてのお問い合わせ先 :独立行政法人環境再生保全機構 (西函0120‐389口931 http://www.ercaogo.jp/asbestos/)、

環境省地方環境事務所及び最寄 りの保健所等でも受け付けています。

ひと、くらし、みらいのために
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